
市町村障害者福祉サービス実施状況 平成２９年１２月３１日現在

1級 2級 3級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 A1 A2 B1 B2

1 高知市 在宅重度障害者移動
支援事業

対象者にタクシーチケット（減免を
受けている車両に限ってはガソリ
ンチケットとしても使用可）を年度
毎に１冊交付　１冊＝400円券33
枚綴り（年度途中に交付資格を取
得した方については月割の枚数で
交付）

○ ○

○

身体障害者手帳所持者について
は、
①視覚障害１級
②呼吸器障害１級かつ酸素ボン
ベ常時携帯者
③下肢機能障害及び体幹機能障
害２級以上
④体幹又は下肢に４級以上の障
害があり、上肢の障害と合せて１
級又は２級の障害となる者
※施設入所者及び入院中の者は
除く。

2 室戸市 中山間地域高齢者等タ
クシー利用助成事業

公共交通機関のない中山間地域
の在宅の高齢者及び障がい者が
タクシーを利用する場合、その料
金の一部を助成する
助成券１枚分の助成額（各対象地
域の中心部から、最寄りの路線バ
スまでのタクシー料金の2/3）
助成券１枚分の額を超える場合の
み利用可能
月4枚分を半年ごとに交付

○ ○

公共交通機関のない中山間地域
に住所を有する者で、次のいずれ
かに該当する者
満75歳以上で構成される世帯の
者
運転免許を返納している65歳以
上の者
身体障害者手帳１、２級の者

高齢者等買い物支援
事業

高齢者等の買い物弱者への見守
りを行う
商品代金及び配達料は自己負担
（配達料：1コンテナにつき100円）
各地区週2回実施（12/29～1/3除
く）

○ ○

室戸市に住所を有する者で、次の
いずれかに該当する者
満65歳以上の方のみで構成され
る世帯の者
身体障害者手帳１、２級の者

キラメッセ・室戸　鯨館
入館料

障害者手帳所持者及び介護者1
人が無料 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

佐喜浜改善センター使
用料

施設使用料の減免
○ ○ ○ ○ ○ ○

減免を受けるためには、事前の申
請が必要

3 安芸市 移送サービス 車椅子利用者を自宅から保健及
び医療機関への送迎を行う
社会福祉協議会へ委託　利用料：
片道150円

手帳の所持にかかわらない
①市内限定
②在宅で車椅子使用者

市営バス 手帳を所持している本人は５割引
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

身障・療育手帳第１種は介護者も
５割引

書道美術館入館料 障害者手帳所持者及び介護者１
人が無料 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

歴史民俗資料館入館
料

障害者手帳所持者及び介護者１
人が無料 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 南国市 市スポーツ施設使用料 身、知、精手帳を所持する者で主
に構成する団体が利用し及びその
介護者がその団体と同時に利用
する場合25～50％免除

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉タクシー等事業 通院及び会合、訪問等に対して
福祉給油券：年間12,000円（1,000
円券×12枚）
福祉タクシー利用券：年間12,000
円（400円券×30枚）
※いずれかを選択する

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

身体障害者手帳所持者について
は、①２級以上で下肢障害を有す
る②下肢・体幹または平衡機能障
害３級以上③視覚障害１級④血
液透析治療を受けている者（通
院）⑤心臓機能障害１級⑥呼吸器
機能障害１級

市営住宅 単身の入居が認められる

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 土佐市 福祉タクシー・ガソリン
費助成

重度身体障害児者及び重度知的
障害児者がタクシー及び自家用車
を利用する場合、その料金又はガ
ソリン費の一部を助成する
年間7,000円（チケットは500円×14
枚））
（交付決定日から年度末までの月
割交付）

○
内部
下肢
体幹
視覚
移動

○
下肢
体幹
視覚
移動

○
下肢
体幹
視覚
移動

○ ○

身体障害者手帳所持者について
は、①視覚障害３級以上②下肢
障害３級以上③体幹機能障害３
級以上④乳幼児期以前の非進行
性の運動機能障害（移動機能）３
級以上⑤内部障害１級（上記は全
て、総合等級でなく部位別等級）
チケット利用者は手帳を提示する
こと

健康増進施設いやっし
～土佐（温水プール）利
用料

利用料半額

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

対　　　象

精神障害者
保健福祉手帳

身体障害者手帳 療育手帳市町村名 制度名 制度の内容
制　　限

（所得・その他）
備　　考

一部

一部

一部

精神障害に相当す

る障害の程度に該

当する人



1級 2級 3級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 A1 A2 B1 B2

対　　　象

精神障害者
保健福祉手帳

身体障害者手帳 療育手帳市町村名 制度名 制度の内容
制　　限

（所得・その他）
備　　考

6 須崎市 福祉タクシー 通院、会合及び訪問等にタクシー
を利用する場合、その料金の一部
助成　上限・13,440円（560円×24
枚）

○ ○ ○ ○ ○ ○

身体障害者手帳所持者について
は、①視覚障害１級②下肢又は
体幹機能障害３級以上、または障
害等級２級以上かつ下肢又は体
幹機能障害４級以上。③腎臓機
能障害1級かつ現に人工透析を
行っている者。
バス停から４㎞以上離れ、バス利
用が不便な地区の満70歳以上の
高齢者で、所有する自家用車を自
ら運転していないもの
居宅介護サービスを受けることが
できる者のうち、要介護度４以上
の者で日常生活自立度ランクＢ２
以上であるものについては、上限
26,880円（560円×48枚）

市営バス・市営巡航船
運賃割引

手帳を所持している本人、介護人
（１名）とも５割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 宿毛市 市営定期船運賃 障害のある人と介護人１人・5割引

◎ ○ ○
◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

◎ ◎ ○ ○

◎は障害者と介護者５割引
○は障害者のみ５割引

市立施設入場料 宿毛歴史館
障害のある人と介護人１人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

じん臓機能障害者通院
費助成事業

じん臓透析療法を行うため通院に
要する費用の一部を助成

宿毛市コミュニティバス
運賃

障害（身体・療育・精神）手帳保持
者及び介護者（条件にあてはまる
者で、１名につき介護者１名）は大
人料金の５割引き ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

◎ ◎ ○ ○

◎は障害者と介護者５割引
○は障害者のみ５割引
（中学生以上は大人料金）

8 土佐清水市 ○
○ ○

○ ○ ○

じん臓機能障害者通院
補助事業

じん臓透析療法を行うため通院す
る際の交通費の一部を助成

9 四万十市 福祉タクシーチケット 指定したタクシー会社での割引
400円×33枚＝13,200円分/年 ○ ○ ○

○ ○

①下肢・体幹機能障害３級以上の
方
②視覚障害１級の方
③総合等級１、２級で下肢障害を
有している方
※施設入所者は除く

四万十いやしの里、四万十川学遊
館

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

安並運動公園体育施設
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

じん臓機能障害者通院
扶助制度

じん臓透析療法を行うため通院す
る際に要する費用の一部を助成

①１週間２回以上を４週間以上継
続、又は月８回以上の透析を受け
ている者
②自宅から病院までの距離が片
道20キロメートル以上の者

路線バス運賃 市内で運行するバスの普通運賃
を半額に割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 介護者にも適用

①市内に住所を有し、１箇月あたり８日以上透析療法を
受けている者（対象者から除外する要件が有り）
②助成金の額は、医療機関までの往復距離、通院回数
により算出
③助成金は、通院実績に基づき半期ごとに支給

①市内に住所を有し、居住している方
②継続して月に８回以上透析を受けている方
③１月のバス料金（障害者料金）が3,000円以上の方
④かかったバス料金の２分の１を助成対象とする
⑤公的制度により通院費の受給を受けていない方
※算定支給額が5,000円を超える場合は5,000円まで支
給

土佐清水市福祉タク
シー等事業

障害者が通院、会合及び訪問等
にタクシーを利用する場合に料金
の一部を助成
年間12,000円（500円券×24枚）
（申請月から3月までの月数×2
枚）

市立・広域施設の入場
料・使用料の免除、割
引

12歳未満　介護者も５割引

じん臓機能障害による人工透

析を通院により受けている者

視覚障害

肢体不自由

じん臓機能障害による人工透

析を通院により受けている者

じん臓機能障害による人工透

析を通院により受けている者

制限あり（右

記のとおり）

じん臓機能障害による人工透

析を通院により受けている者

12歳未満　介護者も５割引



1級 2級 3級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 A1 A2 B1 B2

対　　　象

精神障害者
保健福祉手帳

身体障害者手帳 療育手帳市町村名 制度名 制度の内容
制　　限

（所得・その他）
備　　考

10 香南市 市営バス事業 普通旅客使用料の５割
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護者が必要な方は割引が介護
人にも適用

医療機関送迎サービス
事業

市内外の医療機関への送迎（補
助）
利用は月１回まで
市内は無料
市外はタクシーチケット
（高知市5,000円、近隣市3,000円
を上限）

○ ○ ○ ○ ○ ○

身体障害者手帳所持者のうち、下
記①②の者が対象
①視覚障害の障害等級が１級又
は２級の者
②下肢機能障害又は体幹機能障
害の障害等級が３級以上の者
介護保険の要介護２～５は対象
市民税課税者、家族送迎が可能
な者、公共交通機関を利用可能
な者は対象外

社会参加のための外
出支援サービス事業

市のリフト付き公用車（移送用車
両）による、社会参加のための外
出支援（無料）
※利用は、年間60時間まで ○ ○ ○ ○ ○

身体については手帳１、２級のう
ち障害により臥床している者又は
車いす利用者で、一般交通機関
の利用が困難な者に限る
市民税課税者は対象外

重度心身障害児（者）
医療費助成（福祉医
療）

医療費の自己負担分を助成

○ ○ ○

世帯の総所得が200万円以下の
方（65歳以上の方は、住民税非課
税世帯の方）

11 香美市 市立施設入場料 香美市立美術館入場料の免除
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

手帳を所持する方の介護者１人ま
で無料

施設入館料本人５割引
①香美市立やなせたかし記念館
アンパンマンミュージアム
②香美市立やなせたかし記念館
及び詩とメルヘン絵本館

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護者（身体は１種のみ）１人まで
５割引

福祉タクシー料金助成
事業

香美市内医療機関への通院、買
い物、社会参加等にタクシー利用
した場合に一部助成（特殊疾患の
場合は市外医療機関も可）
片道につき料金から1,000円を除
いた1/2
※年間36枚（１枚の上限額4,000
円）
年度途中の申請の場合、残り月数
×３枚

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害の有無に関係なく、満70歳以
上も対象
視覚障害の1級、又は下肢・体幹
機能障害の1級若しくは2級の手
帳をお持ちの方は、片道につき、
1,000円を除いた料金の全額助成

市営バス 普通旅客使用料の５割引

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護人が必要と認めた場合に限
り割引が介護人にも適用
※障害の有無に関係なく、満75歳
以上は無料

12 東洋町 町移動支援 障害者交流グループ活動送迎
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

制限なし
町長が必要と認めた者

重度心身障害児・者医
療費助成制度（福祉医
療）

重度障害のある人の医療費につ
いて、医療保険の自己負担分を助
成
※身体障害者手帳３級について
町単独にて継ぎ足し

○ ○ ○ △ ○ ○ △ 平成15年10月1日以降、新たに認
定された65歳以上の人は、市町
村民税非課税世帯を除き対象外

外出支援サービス事業 福祉、保健、医療施設等の利用、
日常生活のための買い物をする
ために必要となる送迎について、
月額5,000円（一部地区は月額
8,000円）を上限として助成

○ ○ 対象者：身体障害者手帳1級・2級
自己負担：費用の1割（生活保護
世帯無料）

14 田野町 重度心身障害児・者医
療費助成制度（福祉医
療）

重度障害のある人の医療費につ
いて、医療保険の自己負担分を助
成
※身体障害者手帳３級について
町単独にて継ぎ足し

○ ○ ○ △ ○ ○ △ 前年町民税非課税世帯

外出支援事業 タクシー料金の助成
月額3,000円のうち1割自己負担

概ね65歳以上の高齢者または高
齢者のみの世帯であって、下肢の
不自由な者

コミュニティーバスの運
賃免除

運賃全額免除

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事前に減免申請を要する

13 奈半利町

３・４級のうち下肢、

体幹機能障害

手帳の所持にかかわらず70歳以上の者

手帳の所持にかかわらず75歳以上の者

18歳未満で療

育手帳B1と重

複

18歳未満で療

育手帳B1と重

複

18歳未満で身

体障害者手帳

３．４級と重複

18歳未満で

身体障害者

手帳３．４級と



1級 2級 3級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 A1 A2 B1 B2

対　　　象

精神障害者
保健福祉手帳

身体障害者手帳 療育手帳市町村名 制度名 制度の内容
制　　限

（所得・その他）
備　　考

15 安田町 町営住宅への優先入
居

一般世帯向け住宅への入居に際
し、優先的に選考して入居させる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉ハイヤー事業 ハイヤー料金の助成
年間7,000円（500円券×14枚）

○ ○ ○ ○ ○

肢体不自由１、２級
視覚障害１、２級
下肢障害１、２、３級
体幹機能障害１、２、３級
要介護３～５
80歳以上の独居、高齢世帯

福祉医療費助成 医療費の自己負担分を助成
○

前年町民税非課税世帯

16 北川村 村営バス運賃 ５割引（第１種、２種とも５割引）本
人のみ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

身体障害者手帳所持１種、療育
手帳所持Ａ１・Ａ２は介護者も５割
引

タクシーチケット
（外出支援事業）

障害者、高齢者に対し、身体的な
状態により公共交通機関を利用で
きない人に交付

村営施設（中岡慎太郎
館）入館料

身障手帳１・２級は本人及び介護
者１名が無料 ○ ○

村営施設（モネの庭）入
館料

身障手帳１・２級、精神手帳１級、
療育手帳A1・A2は本人及び介護
者１名が無料

○ ○ ○ ○ ○

17 馬路村 温泉入浴券 村内の温泉の無料入浴券12回分
を助成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※H24.04～は、精神（精神通院含
む）、身体、療育手帳所持者全て
対象

福祉医療助成 重度障害のある人の医療費につ
いて医療保険の自己負担分を助
成
身体障害者手帳３級について申
請により償還払

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 市町村民税非課税世帯（身体障
害者手帳３級）
平成15年10月１日以降新たに認
定された65歳以上の者は市町村
民税非課税世帯

18 芸西村 福祉タクシー 年度間500円利用券×26枚
○ ○ ○

要介護３以上

福祉医療助成 医療費の一部負担金を助成

○ ○

H15.10.1以降に65歳以上で認定さ
れた者は市町村民税非課税世帯
65歳未満又はH15.9.30以前に認
定された者は世帯所得300万円以
下

19 本山町 福祉タクシー 病院か歯科医院をタクシー（指定2
社）を利用して受診した際、町内区
間の基本料金を除いた金額を助
成する。

身障手帳１、２級年間36枚、その
他年間24枚

福祉バス 本山町、土佐町、大豊町内の病院
か歯科医院をバスを利用して受診
した際にバス料金を助成する

年間60枚交付

20 大豊町 福祉タクシー
（タクシーチケット）

タクシー利用料金の助成
年間18,000円（500円×36枚）
（申請月から年度末までの月数×
3枚）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

町民バス運賃 町民無料

21 土佐町 福祉タクシー 町内区間。（透析患者が人工透析
治療のため利用する場合は、嶺北
中央病院までを利用区間とする）
タクシー料金の基本料を除く金額
を助成
（通院に限る）
（申請月から年度末までの月数×
①3枚、月数×②2枚）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①身障手帳１,２級年間36枚、療育
手帳Ａ年間36枚、透析患者(特定
疾病療養受療証所有者)年間36
枚、精神障害者保健福祉手帳１
～３級年間36枚②その他年間24
枚　（３,４級については下肢障害
のみ対象）

高齢者通院バス料金
助成

土佐町又は本山町内の病院・医
院に通院した際に、嶺北観光バス
又は県交通バスを使用した場合に
バス料金を助成（ただし、他の制
度により通院手当を受領している
者は対象外とする）

22 大川村 該当なし

精神・身体に区別なく、公共交通利用が困難な概ね65才以上の人

18歳未満で療育手

帳B1と重複

手帳の所持にかかわらず75歳以上の者

手帳の所持にかかわらず70歳以上の者

手帳の所持にかかわらず町民無料

手帳の所持にかかわらず75歳以上の者

手帳の所持にかかわらず70歳以上の者

手帳の所持にかかわらず75歳以上の者手帳の所持にかかわらず75歳以上の者手帳の所持にかかわらず75歳以上の者

18歳未満で療育手

帳B1と重複

18歳未満で身体障

害者手帳3・4級と



1級 2級 3級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 A1 A2 B1 B2

対　　　象

精神障害者
保健福祉手帳

身体障害者手帳 療育手帳市町村名 制度名 制度の内容
制　　限

（所得・その他）
備　　考

23 いの町 心身障害児福祉年金 在宅で心身障害児を監護している
者に心身障害児福祉年金を支給
することにより、その生活の安定と
福祉の増進を図る
年額60,000円(身体１級及び２級、
知的Ａ１及びＡ２、精神１級)
年額36,000円(身体３級、知的B1、
精神２級)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

心身障害児とは、知的障害児、身
体障害児、精神障害児で20歳未
満であること

福祉タクシー・ガソリン 在宅の重度障害児・者が通院、通
勤、会合及び訪問等にタクシー又
は自家用車等を利用する場合そ
の料金又はガソリンの一部を助成
する
ﾀｸｼｰ利用券年額15,000円(500円
×30枚)
ｶﾞｿﾘﾝ利用券年額15,000円(500円
×30枚)
※ﾀｸｼｰ・ｶﾞｿﾘﾝ利用券のどちらか
一方を交付。
※年度途中に受給資格対象となっ
た場合は、交付枚数が減される

○

○ ○ ○

○ ○

身体障害者手帳所持者のうち、
①視覚・下肢・体幹障害3級以上
の者
②上肢・内部障害1級の者
が対象

町営バス運賃 ５割引本人のみ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

町立施設
入場料

町立施設の入場料減免
障害のある人と介護者１人の入場
料を2分の1減免
①紙の博物館
②ギャラリー・コパ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大人料金のみ200円割引
①土佐和紙工芸村クアハウス
②吾北むささび温泉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①町内に住所を有している方のみ
割引対象

町営住宅 町営住宅入居者選考につき、住宅
困窮度が高いと考えられるため優
先的に選考して入居させることが
できる

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

入居資格収入認定額の認定月額
が214,000円以下

福祉医療 医療費について、医療保険の自己
負担分を助成

○ ○

H15.10.1以降に65歳以上で認定さ
れた者は非課税世帯で本人所得
200万円以下
65歳未満又はH15.9.30以前に認
定された者は本人所得200万円以
下
入院時食事療養費は助成の対象
外
助成を受けるには受給者証の交
付を受ける必要がある
自己負担分を申請し償還払い

24 仁淀川町 福祉タクシー・ガソリン 町内のタクシー券・ガソリン券を支
給（双方に使用可）
年間13,440円（560円×24枚)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身体障害者手帳所持者について
は、２級以上だが、下肢・体幹障
害は３級以上

町定期路線バス運賃 手帳を所持している本人、介護人
（１名）とも５割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

町コミュニティバス運賃 同上
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

町営住宅への優先入
居

町長が割当てをした町営住宅へ
優先的に入居できる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

収入認定月額259,000円以下（暴
力団員でなく、町税を滞納してい
ない者）

外出支援サービス 重度身体障害者に対して車椅子
送迎車を利用して外出支援を行う

寝たきり等の重度心身障害者（手
帳の所持にかかわらず）

障害児（者）送迎サービ
ス等助成事業

事業所への通所に係る費用の助
成

「生活介護（通所によるもの）」「自
立訓練（機能訓練、生活訓練）」
「就労移行支援」「就労継続支援Ａ
型、Ｂ型」「短期入所」「日中一時
支援」の各通所事業所への通所
費用を償還払い（上限1,860円）
もしくは、事業所が送迎を行った
場合には、事業所に対し一律片
道1,860円を補助

視覚・下肢・体幹障

害３級以上

上肢・内部障害：

１級

３級は下肢・体幹機

能障害のみ



1級 2級 3級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 A1 A2 B1 B2

対　　　象

精神障害者
保健福祉手帳

身体障害者手帳 療育手帳市町村名 制度名 制度の内容
制　　限

（所得・その他）
備　　考

25 中土佐町 中土佐町立美術館入
館料

入館料の免除（200円）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中土佐町障害福祉
サービス利用者交通費
助成事業

就労継続支援事業所や就労移行
支援事業所を利用している障害者
に対して交通費の助成を行う
交通費の助成は、定期券を購入
する場合のみとし、購入金額の２
分の１を助成する（ただし、事業所
等から交通費の助成を受けること
ができる場合は、定期券の購入金
額から事業所等からの交通費助
成額を除した額の２分の１を、町
が助成するものとする）

ただし身体障害者手帳及び療育
手帳による運賃割引制度が利用
できる者を除く

高齢者等外出支援事
業（バスパス）

対象者にバスパスを交付し、町の
指定する民間の路線バスについ
て、無料で乗車できるようにする
（乗車回数の制限はなし）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 65歳以上の高齢者等も対象。乗
車できるのは、町内路線のほか
四万十町窪川、須崎市多ノ郷まで

高齢者等外出支援事
業（福祉タクシー事業）

在宅の重度障害者にタクシーチ
ケットを交付する（指定２業者のみ
使用可）
年間11,200円（560円券×20枚）

○
○ ○ ○

○ ○

８０歳以上の高齢者介護保険の
要介護度が４又は５の方。交付に
あたっては、町民税の滞納がない
ことが条件

中土佐町障害者外出
応援支援事業（福祉タ
クシー事業）

在宅の重度障害者及び障害児に
対して、タクシー券又はガソリン券
を支給
年間11,200円（560円券×20枚）
※ガソリン券はタクシー利用可
※指定業者のみ利用可

○

○ ○ ○

○ ○

ただし、腎臓・呼吸機能障害は１
級。上肢・下肢又は体幹機能障害
は２級以上、視覚障害のみ３級以
上で移動支援の支給決定を受け
ている方
療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳所持者は、移動支援の支給
決定を受けている方

26 佐川町 福祉タクシー・ガソリン タクシーチケット又はガソリンチ
ケット（１枚500円券ただしバイク用
は１枚200円券）を交付することに
より、医療機関等への移動経費の
助成を行うとともに、社会参加の
促進を図る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

精神１級36枚、２級24枚
身障１・２級36枚、３級24枚、４級
６枚
療育Ａ１・Ａ２級36枚、Ｂ１級６枚
年度途中の交付は月割

町立施設
入場料・使用料

町立施設の入場料・使用料の減
免
障害のある人と介護者１人①町立
青山文庫②町立桜座③町立地質
館④町民プール

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身体障害者手帳所持者の町民
プール利用について、併設してい
るサウナ風呂の減免が受けられ
るのは1級又は2級の方のみ。ま
た、3級以下の方は介護者減免の
対象外。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

さかわぐるぐるバス 手帳所持者本人及び介護者1名に
つき料金の5割を減免

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ただし、身体障害者手帳4級以下
の方の介護者は障害者本人が12
歳未満であること。また、療育手
帳の方の介護者は障害者本人が
第1種知的障害者と認定されてい
ること。

27 越知町 福祉タクシー 通院、会合その他社会的活動に
ハイヤー、タクシーを利用する場
合その料金の一部を助成する
年間13,440円（560円券×24枚）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉ガソリン 通院、会合その他社会的活動に
自家用車を利用する場合そのガソ
リン代の一部を助成する
年間13,440円（560円券×24枚）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

町民バス運賃 手帳の所持者について町民バス
運賃の5割相当額を減額。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

身体・療育・精神の手帳の所持者
については、等級を問わず運賃の
5割を減額する。

タクシーかガソリンどちらかを選択

対象者は、法第29条又は、30条の規定により町から

訓練等給付費等の支給を受けている者で次のいずれ

かの条件を満たすものとする

（１）20歳未満の障害者（児)

（2）工賃等以外に収入がない

移動支援事業を利用する障害者については、ガイドヘ

ルパーもバスパスを利用できる

３級は視覚障

害のみ

腎臓・呼吸機能障害１級

視覚障害３級以上

上肢・下肢又は体幹機能障害

２級以上

町立青山文庫・町立桜座・町立地質館の場合

町民プールの場合（いずれも町内在住の方に限る）



1級 2級 3級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 A1 A2 B1 B2

対　　　象

精神障害者
保健福祉手帳

身体障害者手帳 療育手帳市町村名 制度名 制度の内容
制　　限

（所得・その他）
備　　考

28 梼原町 梼原町人工透析者通
院費助成事業

人工透析に通院している者に支給
○

470円／回を支給

思いやり家庭支援金 梼原町において、在宅で介護をし
ている家庭に支給

月額10,000円を６期に分けて支給

障害者等移動支援事
業

屋外の移動が困難な障害児・者等
の外出のための支援を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

費用は要綱に定める単価の100
分の90を委託した団体に支払う。

雲の上のいきいきチ
ケット事業

タクシー基本料金の額を助成（障
害者割引を行っている場合は、比
較して低い方）
年間12往復分チケット交付

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

75歳以上の高齢者

重度心身障害児・者医
療費助成制度

65歳を過ぎて対象になった方の
内、市町村民税課税世帯の者及
び県外から梼原町の施設に入所
し、高知県以外の市町村からの医
療費の助成対象外の者

○ ○ ○ ○

医療保険の自己負担分

29 日高村 日高村福祉券支給事
業

在宅の重度障害者及び障害児に
対して、タクシー券、又はガソリン
券を支給
年間15,000円（500円券×30枚） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・平成27年4月1日より変更
・申請月によって減額する。
4～6月・・・・・30枚（15,000円）
7～9月・・・・・23枚（11,500円）
10～12月・・・15枚（7,500円）
1～3月・・・・・8枚（4,000円）

30 津野町 津野町福祉タクシー事
業

通院、買物等にタクシーを利用す
る場合その料金の一部を助成す
る
400円券、上限年間24枚（乗車1回
につき、複数枚利用可）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

80歳以上の高齢者も対象

総合保健福祉センター
里楽（温水プール等）利
用

利用料の減額
  100円引き/回 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

65歳以上の高齢者も対象
※町内の方のみ対象

31 四万十町 福祉タクシー 対象者にタクシー、バス両方で使
用できる利用券を年度毎に１冊交
付（申請不要）。自宅から役場（支
所）までの距離により、１冊の綴り
枚数が異なる。
・５キロ未満･･･年間6,000円（100
円券×60枚）
・５キロ以上10キロ未満･･･年間
9,000円（100円券×90枚）
・10キロ以上･･･年間12,000円（100
円券×120枚）

○ ○ ○ ○ ○ ○

四万十町に住所登録があり、当
該年度末において80歳以上となる
者、もしくは、左記の対象者のい
ずれかに該当する者。

美術館観覧料 観覧料の免除
障害者及び介護者１名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

腎臓機能障害者通院
費助成

定期的な通院による透析療法者
に対して１ヶ月5,000円以内の助成
週２回以上４週以上継続又は、月
８回以上通院
四万十町から町外の医療機関に
通院

32 大月町 大月町生活交通バス
運行要綱

手帳所持者などに対するバス料
金への助成（無料）
条件は備考欄のとおり

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

町内に住所を有する次の者（無
料）
①満70歳以上の者
②町内の病院・医院に通院し、病
院・医院が発行する証明書を所持
する者
③身体障害者１級・２級の者
④療育手帳・精神障害者保健福
祉手帳の所持者
⑤町内の小中学校にバス通学す
る児童・生徒

じん臓機能障害者通院
費助成

人工透析により町外に通院してい
る者に対し、１ヶ月7,000円を限度
に通院費を助成。

１週間２回以上を４週間以上継
続、又は月８回以上通院している
者
助成金は年３回（７・11・３月）、４ヶ
月分を支給

33 三原村 三原村福祉タクシー事
業

○ ○ ○

○ ○

じん臓機能障害者通院
費助成

透析療法者のうち定期的通院に
よって透析療法を受けている者に
対し、１ヶ月5,000円以内の扶助を
行う

村内に在住しており、月８回以上
通院している者に限る。
（住民票は村内にあっても、実際
住んでいる場所が村外の場合は
対象外）

34 黒潮町 黒潮町重度心身障害
児（者）福祉手当

知的障害児（者）、身体障害児
（者）又はその保護者に対して年１
回10,000円を支給 ○ ○ ○ ○ ○

制限については条例参照

じん臓機能障害者通院
費扶助

透析療法者のうち定期的通院に
よって透析療法を受けている者に
対し、１ヶ月に８回以上通院した場
合に5,000円以内の扶助を行う

１ヶ月に８回以上の通院により人
工透析を受けている者

バス等通常の交通機関を利用す
ることが困難な者
タクシー会社２社
530円・400円（基本料金）×24回
（年間利用限度）
※利用1回につき1枚

身体障害者手帳所持者について
は、①下肢又は体幹に障害があ
る者は３級以上、②視覚に障害が
ある者は２級以上

障害支援区分　４以上

じん臓機能障害による人工透

析を通院により受けている者

じん臓機能障害による人工透

析を通院により受けている者

下肢又は体幹に

障害がある者

視覚に障害がある者

じん臓機能障害による人工透

析を通院により受けている者

じん臓機能障害による人工透
析を通院により受けている者


